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社会福祉法人 芦屋あゆみ会 

あゆみ保育園 

  



  



 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 育 理 念 

 

豊かな愛情と安心して活動できる環境の中

で、 

 

たくましく生きぬくための礎を育む 
 

生まれて間もない乳幼児には、豊かな愛情を感

じながら安心して活動できる環境を提供する

ことが一番大切だと考えています。その中で、

一人一人の個性を持った子どもたちが『生き

る』ためのしっかりとした根をのばすことがで

きるのです。 

保 育 方 針 

※  家庭的な雰囲気の中で子どものさまざまな欲求を満たし、情

緒の安定を図り、のびのびと過ごす環境をつくる 

※  いろいろな経験を通して、自然や社会の事象に対する興味や

関心を育み、集団生活を通して、人に対する愛情と信頼感を

育てる 

※  保護者の気持ちを受け止めながら、家庭との緊密な連携を図

り子育てを支援する 

※ 施設や行事を地域に開放し、孤立しがちな子育て家庭に遊びや

相談の機会を提供し、子どもたちの元気な育ちあいを応援す

る 

  



施設の概要 

 

名称 あゆみ保育園 

設置・運営主体 社会福祉法人 芦屋あゆみ会 

代表者氏名 理事長 飯田眞美 

所在地 

〒659-0091 芦屋市東山町３０－３ 

TEL: 0797-31-2000/2021 

FAX: 0797-31-2000 

施
設 

構造 鉄筋コンクリート造 5 階建の 1 階部分 

敷地面積／建物面積 349.10 ㎡／105.90 ㎡ 

定員 21 名（0 歳児 9 名、1・２歳児 12 名） 

職員数 15 人 

嘱託医 
内科：芦屋やまもとクリニック 

歯科：藤田歯科診療所 

 

 

 

社会福祉法人芦屋あゆみ会について 

 

1968(昭和 43)年 
現在の法人の理事が現在の東山町で共

同保育園を開設する（あゆみ保育園） 

2002(平成 14)年 
あゆみ保育園が正式に、『認可保育園』と

なる 

2008(平成 20)年 社会福祉法人芦屋あゆみ会を設立 

2015(平成 27)年 
精道町で姉妹園として小規模保育園「あ

ゆみ SEIDO 保育園」を開設する 

 



保育・保育料について 

 

開園時間 
月～金曜 

7:00～1８:00 

延長保育 18:00～19:00（要申請） 

土曜 7:00～18:00 

保育短時間の保育時間 8:30～16:30 

休園日  
日曜、国民の祝日・休日 

年末年始（12/29～1/3） 

保育料  
・保育料は芦屋市が保護者の市民税

所得割額に応じ決定、徴収します。 

実費徴収  

・紙おむつ処理代として月額 200 円

を徴収します。 

・１、2 歳児は指定の帽子（1100 円）

を購入していただきます。 

特別保育事業 
延長保育 

（有料） 

18:00～19:00 

（短時間認定の方は保育時間に応じ

て延長時間を設定します） 

別途、申請が必要です。 

料金：基本 2000 円＋200 円/回 
 

〈一日の過ごし方〉 
＊1 歳児以上の過ごし方です。0 歳児は個人の状況に基づいて生活します。 

07:00～ 登園後、自由遊び 

09:00 過ぎ 

牛乳 

グループ別活動 

 ▸お散歩、園庭や砂場での戸外遊び 

 ▸室内での活動 

11:00 ごろ～ 順次昼食（月齢の小さいグループから） 

 午睡準備 ---> 順次午睡 

14:30～15:00 順次起床 

15:00 ごろ おやつ 

15:30～18:00 
グループに分かれ、園庭や室内で過ごす 

（降園準備） 

18:00～19:00 延長保育（おやつ、自由遊び） 



〈年間行事〉 

月 行 事 

4月 入園式  

5月 
春の遠足（2歳児）、保護者懇談会 

内科健診、歯科検診 

6月 保育参加（2歳児保護者） 

7月 七夕のつどい、プール開き 

8月  

9月 敬老の日のつどい 

10月 
秋の遠足（1，2歳児）、保育参加（1歳児保護者） 

運動会あそび（1，2歳児）、ハロウィン 

11月 
交通安全教室 

内科健診、歯科検診 

12月 消防署見学、クリスマス会 

1月 初詣 

2月 節分、クラス別懇談会 

3月 お別れ遠足、お別れ会 

＊誕生会、避難訓練、身体測定（体重・身長）は毎月あります。 

 

〈食事について〉 
この時期の子どもたちの食事は、健康な心身の基礎を作る時期だと考

えています。あゆみ保育園では、個々の発達を考慮して食材や調理法を

吟味し、愛情を持って提供しています。 

 
 離乳食は、一人ひとり、子どもの様子を見ながら、ご家庭と相談し

て実施していきます。 

 食事・おやつは自園で手作りしています。 

 献立表は毎月 1 回発行しています。 

 アレルギー(の疑い)をお持ちのお子さんは、除去食 

など別途対応いたしますのでお申し出ください。 

 

食育： 保育の中で、野菜を育てて収穫したり、食材を見たり触っ

たり切ったり、実際に作ってみたり・・・という機会を作

っています。食に興味を持って楽しく意欲

的に食べる子どもを目指しています。 

 

 

 

 

  



<用意するもの> 

ロッカー（毎日点検・補充） 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
その他 

・午睡用布団(シーツをつけて) 

・季節や個々の様子に応じて、依頼す

るものがあります（ほ乳ビン、ス

タイ、水着、上着、パンツ、タオ

ル等）。 

帽子： 
1,2 歳児は、同じ帽子なので自分のもの

と分かるようアレンジしてください。 

(帽子は購入していただきます) 

 

 
 0 歳児は、かぶりやすい普段の帽子を  

 園用にご用意ください。（ゴム付） 

 

 
 

 

毎日持ってくるもの 

・コップ 

・着替えた衣類や汚れ物を入れる袋 

 

 

 

全てにお名前を書いて

ください！ 

オムツ（紙・布） 

おしりふき 

ビニール袋 

着替え用衣類 

（2～3 組） 

エプロン 

ハンカチ（手拭） 

着替えた衣類を入れる袋

はエコバッグが使いやす

いです。 



〈慣らし保育について〉 
子どもたちが保育園に慣れるまでの準備期間で、下記の通り段階を追っ

て園で過ごす時間を長くしていきます。日数・期間は子どもの様子を見

て決めたいので、入園後仕事に復帰される場合には、少しゆとりを持つ

ことをお勧めします。（10 日～2 週間が目安です） 

 *土曜日の慣らし保育はありません。 

・昼食前まで（数日） 

・昼食後まで（数日） 
*月齢によって昼食の時間が違うので、入園されるときにお伝えします。 

・午睡明け（14:30 時頃）まで（数日） 

   

 
〈登園・降園について〉 

 保育時間は、保護者の勤務時間と通勤時間を考慮して決めてい

ます。登園・降園時間は、決められた時間にお願いします。お

迎えの時間が遅れるとき、お迎えの方がいつもと違う場合に

は、保護者から事前にご連絡ください。 

 登園は、9 時までにお願いします。休む時、9 時に遅れる時

も、昼食などの準備の都合上、必ず 9 時までに連絡してくださ

い。 

 園に入るときには、おやつやおもちゃの私物は持たせないでく

ださい。 

 自動車での送迎は、ご遠慮ください。（やむを得ない場合には近

隣の駐車場をご利用ください。） 

 

〈病気の時〉 
 発熱時には連絡いたしますので、お迎えをお願いします。（連絡

先が携帯電話の場合は必ず『留守電メッセージ』が入るように

設定をお願いします。） 

 朝から熱がある時にはお休みください。また、体調がすぐれな

いときは、その旨を担任か朝の担当保育士にお伝え下さい。（芦

屋市が病児・病後児保育を実施していますので、そちらのご利

用もご検討ください） 

 投薬は原則的にしていません。ただし特別の理由があり、主治

医の診断書（与薬指示書）を添えて申し込まれた場合にはお受

けすることもあります。その場合でも投与後の責任は負いかね

ますのでご了承ください。 

 伝染性疾患にかかり、治癒後登園する際には、医師の登園意見

書を提出してください。（別紙）  



 

〈個人情報の管理〉 
 芦屋あゆみ会は、添付の通り『個人情報保護に対する基本方

針』を持ち、規約を作り遵守することで、保護者より文書・口

頭で得た個人情報に関し、下記の目的以外に使用することはあ

りません。 

・入園に関する業務 

・保護者との連絡に関する業務 

・園児の保育に関する業務 

・園児の記録管理に関する業務 

・園児の健康状態把握に関する業務 

・卒園児の確認に関する業務 

・園児の卒・転園先との連携に関する業務 

 

〈園との連絡について〉 
 連絡ノートは、その日の子どもの様子を書いています。毎日目

を通して、家からの連絡も記入するようにお願いします。その

他の園からのおたよりも必ず読んでください。 

 入り口にあるホワイトボードにはその日のクラスの様子を書い

ていますので、見てください。 

 住所、勤務先・時間、連絡先などに変更がある場合は、必ず担

任にお知らせください。 

 

 

防犯・防災・安全について 
 県警に直接通じる直通ホットラインを設置しています。 

 火災報知機、熱・煙感知器、消火器、防犯カメラ、防犯・防災

ベル、を設置しています。 

 門扉は保育中は常に閉めています。 

 避難訓練を月 1 回実施しています。あゆみ保育園の緊急避難場

所は岩園小学校です。 

 警報発令時、保育園は開園しますが、家庭保育可能の場合はお

休みください。 

 特別警報発令時には、状況によって判断いたします（別紙）。

その際には緊急連絡システム（下記参照）を使用して連絡する

ことになると思います。 

 
緊急連絡システム（一斉配信）： 
緊急の際、メールでの一斉配信をいたします。登録方法は、別途お知らせしま

す。また定期的に配信テストを行いますのでご参加ください。  



 

この時期（0～3 歳）の子どもは、運動機能も情緒も著しく発達します。「歩くのがう

れしい」、「友だちのことが気になる」という気持ちが強くなり、転んだり、悔しい気

持からお友だちに手を出してしまうこともあります。経験を積みながら成長をする子

どもたちの身体と心の発達のプロセスを大切にしながら、保護者の皆さんと見守って

いきたいと思っています。よろしくご理解ください。 

 

             
 

                 

 

～ ～ ～ 相談・ご意見・苦情など ～ ～ ～ 

相談：育児の中で、迷ったり、困ったりすることがあれば、懇談や参観の機会に限らず、い

つでもお気軽に先生方にご相談ください。子育てを通して楽しく交流していきたいと願っ

ています。 

ご意見/苦情：保育園に対しての苦情やご要望、ご意見も遠慮なくお申し出ください。あゆ

み保育園では、苦情処理に関する第三者委員を設置し、速やかに解決することを目指して

います。職員に直接御伝えいただくか、玄関横に設置しているご意見ポスト（あゆみの

耳）に投函ください。また、第三者委員に直接申し出ることもできます。 

（苦情責任者：熊崎、連絡先 0797-31-2000 あゆみ保育園） 

（第三者委員：安達、赤星、前田…地域の民生委員・児童委員・元園長） 

（第三者委員連絡先：08040042275） 

 

 

 

 

 

  

豊かな愛情と安心して活動できる環境の中で、 

 

たくましく生きぬくための礎を育む 
 

生まれて間もない乳幼児には、豊かな愛情を感じながら

安心して活動できる環境を提供することが一番大切だ

と考えています。その中で、一人一人の個性を持った子

どもたちが『生きる』ためのしっかりとした根をのばす

ことができるのです。 



災害発生時の取扱いについて 

１ 気象警報・特別警報発令時 

 

警
報 

○ 開園します。 

※通園中に安全の確保が難しい場合や特別警報に変更される可能性や不測の事態も起

こり得るため，当日在宅される場合（育休中，仕事を休める等）は，ご家庭で保育

をお願いします。 

特
別
警
報 

● 午前 7時時点で発令中の場合 

  休園します。 

○  午前１０時までに解除された場合 

施設の安全等が確認された場合，開園します。 

（園から「開園時間」をお知らせします。また，給食はありませんので，お弁当をお

持ちください。） 

●  午前１０時時点で発令中の場合 

終日休園となります。 

※翌日以降の開園については，特別警報が解除された場合でも，施設の安全確認等が

必要となりますので，園から開園する時期等を連絡します。 

【保育中の場合】 

休園になりますのでお迎えをお願いします。 

「休園」・「安否について」をお知らせします。 

 

２ 地震発生時 

震
度
５
弱 

○ 開園します。 

※保育中の場合，園から「安否について」お知らせします。施設の状態，交通機関

の運休等により，休園となる可能性があることをご了承ください。 

※通園中に安全の確保が難しい場合や不測の事態も起こり得るため，当日在宅さ

れる場合（育休中，仕事を休める等）は，ご家庭で保育をお願いします。 

震
度
５
強
以
上 

● 休園します。 

※保育中の場合，休園になりますのでお迎えをお願いします。園から「休園」「安

否について」お知らせします。避難する場合は緊急連絡システムや掲示により

お知らせします。 

※翌日以降の開園については園からお知らせします。 

  

３ 前日から休園を予定する可能性がある場合 

台風，大雨等により次の気象・社会状況等となった場合，翌日以降休園する場合があります。 

 

          判断基準となる気象・社会状況等 

  ・ 気象庁等の情報により，大きな災害が予測される場合 

  ・ 鉄道事業者（芦屋市を通る鉄道に限る。）による計画運休 

  ・ 芦屋市，神戸市又は西宮市の公立学校園の事前（前日から）休校・休園の決定 

  ・ その他，当該自然災害等への対応として，上記に類する事象 

 

 

（ 別紙 ） 


